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告         示 

 

兵庫県告示第406号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から次のように保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

  令和７年５月13日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 保安林予定森林の所在場所 

宍粟市山崎町野々上字上ノ山795の２（次の図に示す部分に限る。）、字天神谷801の２、801の３、801の６、

801の７、801の９から801の11まで、801の18、801の19、801の４・801の５・801の８・801の12（以上４筆に

ついて次の図に示す部分に限る。） 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

    字上ノ山795の２、字天神谷801の２（次の図に示す部分に限る。） 

  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

   次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農林水産部治山課、西播磨県民

局光都農林振興事務所及び宍粟市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
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 森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から次のように保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

  令和７年５月13日 

                                   兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 保安林予定森林の所在場所 

宍粟市波賀町鹿伏字清木284の18（次の図に示す部分に限る。） 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐は、択伐による。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 

   次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県農林水産部治山課、西播磨県民

局光都農林振興事務所及び宍粟市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第408号 

 漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定によ

り届出があった義務加入同意成立届を審査した結果、次の加入区については同法第108条第２項の規定による

同意があったものと認めた。 

令和７年５月13日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

加     入     区 
同意成立年月日 

区 域 名 区       分 

浜坂区域 
総トン数10トン以上20トン未満の漁船により釣りによってい

かをとることを目的とする漁業 

令和７年４月17日 

 

沼島区域 
総トン数10トン未満の漁船により主として釣はえなわを使用

して営む漁業 

江井ヶ島区域 
のり養殖業を兼業する者が営む総トン数10トン未満の漁船に

より主としてたこつぼ又は刺網を使用して営む漁業 

江井ヶ島区域 
のり養殖業を兼業する者が営む総トン数10トン未満の漁船に

より主として底びき網を使用して営む漁業 

 

 

兵庫県告示409号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第５条第１項の規定により許可申請があった特定施設

の設置の概要は、次のとおりである。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事

項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

  令和７年５月13日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 申請の概要 
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 (1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに代表者又は代理人の氏名 

   株式会社棚澤八光社 

  東大阪市西石切町２丁目１番10号 

  代表取締役社長 棚澤   肇 

 (2) 工場又は事業場の名称及び所在地 

   株式会社棚澤八光社上月工場 

  佐用郡佐用町櫛田1854―６ 

(3) 特定施設に関する事項 

種        類 63号ホ 廃ガス洗浄施設 

能        力 140ｍ3／分 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後１箇月 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後 

使用時間の間隔及び１日当たりの使用時間 24時間連続 

使 用 時 間 の 季 節 的 変 動 の 概 要 なし 

使用時にお

いて当該特

定施設から

排出される

汚水等の汚

染状態の通

常の値及び

最大の値 

区    分 通 常 最 大 

水 素 イ オ ン 濃 度 

（水 素 指 数） 
４～13 ４～13 

生物化学的酸素要求量 

（単位 mg／L） 
144 145 

化 学 的 酸 素 要 求 量 

（単位 mg／Ｌ） 
300 320 

浮 遊 物 質 量 

（単位 mg／Ｌ） 
294 350 

窒 素 含 有 量 

（単位 mg／L） 
0.4 １ 

燐
りん

含 有 量 

（単位 mg／Ｌ） 
12 16 

ノルマルヘキサン抽出物質

含有量（単位 mg／Ｌ） 
１ 1.5 

使用時において当該特定施設から排出さ

れる汚水等の量（単位 ｍ3／日） 
３ ６ 

備考 既設特定施設を廃止するため、排出水の汚染状態及び量並びに汚濁負荷量に増減はない。 

２ 縦覧の期間及び場所 

 (1) 期間 令和７年５月13日から同年６月３日まで 

 (2) 場所 兵庫県環境部水大気課及び佐用郡佐用町住民課 

 

兵庫県告示第410号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和７年５月14日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、令和７年５月13日から２週間、阪神南県民センター西宮土木事務所において一般の縦覧に
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供する。 

  令和７年５月13日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 
備考 

県道 

甲 子 園 尼 崎 線 

尼崎市元浜町４丁目50番１から 

同 市元浜町４丁目76番７まで 

旧 
22.0から 

25.0まで 
52.0 

 

新 
22.0から 

29.0まで 
52.0 

 

 

兵庫県告示第411号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和７年５月13日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、令和７年５月13日から２週間、東播磨県民局加古川土木事務所において一般の縦覧に供す

る。 

  令和７年５月13日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 

（メートル） 

延 長 

（メートル） 
備考 

県道 

高砂加古川加西線 

加古川市東神吉町出河原250番７から 

同  市東神吉町出河原22番１まで 

旧 
7.0から 

11.0まで 
375.0 

 

新 
8.0から 

19.0まで 
373.0 

 
 

公 告 

 

令和８年度兵庫県立森林大学校入学試験の実施 

 兵庫県立森林大学校管理規則（平成28年兵庫県規則第38号）第７条第２項の規定により、令和８年度兵庫県

立森林大学校入学試験を次のとおり実施する。 

  令和７年５月13日 

兵庫県立森林大学校長 谷 口 俊 明  
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１ 定員、募集方法等 

課程 定員 募集方法 備考 

森林林業専門課程 20名 

ア 指定校推薦入学試試験  

イ 学校推薦入学試試験  

ウ 自己推薦入学試験(第１回)  

エ 事業体推薦入学試験(第１回)  

オ 一般入学試験(第１回)  

カ 自己推薦入学試験(第２回) アからオまでの試験の合格者で定員

に達しない場合に実施する。 キ 事業体推薦入学試験(第２回) 

ク 一般入学試験(第２回) 

ケ 自己推薦入学試験(第３回) アからクまでの試験の合格者で定員

に達しない場合に実施する。 コ 事業体推薦入学試験(第３回) 

サ 一般入学試験(第３回) 

２ 教育期間 

  ２箇年 
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３ 入学試験 

(1) 指定校推薦入学試験 

試験日時 令和７年10月５日（日） 午前11時00分から 

試験会場 
兵庫県立森林大学校 

宍粟市一宮町能倉772―１ 

試験科目 面接 

受験資格 

次の全ての条件を満たす人 

(ｱ) 兵庫県（以下「県」という。）の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40 

歳以下（令和８年４月１日現在）の人で、次のいずれかに該当する人 

ａ 兵庫県立森林大学校が指定する高等学校を令和８年３月卒業見込みの人 

(ｲ) 次の全ての条件を満たす人 

ａ 当該高等学校等の長が責任をもって推薦できる人 

ｂ 学業成績は、調査書の評価平均で3.2以上であること。 

ｃ 将来、森林林業の発展に貢献しようとする意志が強く、兵庫県立森林大学校卒業後、

林業分野への就業を志し、地域のリーダーとして活躍しようとする人 

ｄ 本校を専願し、合格後は必ず本校に入学する人 

受験手続 

(ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル

×横33.2センチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、320円分の切

手を貼り付けたもの）を同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

(ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通

知書に記載する期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票 

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付ける

こと。受験当日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（長形３号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、110円分の切手

を貼り付けたものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書 

出身高等学校等の長が作成し、厳封したものであること。 

ｆ 推薦書 

出身高等学校等の長の推薦書 

提出先 
〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

提出期間 
令和７年９月５日（金）から同月19日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午

前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

合格発表 

令和７年10月14日（火）午前10時に兵庫県立森林大学校校舎前において掲示するととも

に、同日同時刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわら

ず書面により通知する。電話による問合せには一切応じない。 

受験についての問い合わせ先 
兵庫県立森林大学校 

 電話（0790）72－2700 
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(2) 学校推薦入学試験 

試験日時 令和７年10月５日（日）午前11時00分から 

試験会場 
宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

試験科目 
(ｱ) 筆記試験（小論文） 

(ｲ) 面接試験 

受験資格 

次の全ての条件を満たす人 

(ｱ) 県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和８年４月１日

現在）の人で、次のいずれかに該当する人 

ａ 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する高等学校を卒業した人（令和８年３

月卒業見込の人を含む。） 

(ｲ) 次の全ての条件を満たす人 

ａ 当該高等学校等の長が責任をもって推薦できる人 

ｂ 学業成績は、調査書の評価平均で3.0以上であること。 

ｃ 将来、森林林業の発展に貢献しようとする意志が強く、兵庫県立森林大学校卒業後、

林業分野への就業を志し、地域のリーダーとして活躍しようとする人 

ｄ 本校を専願し、合格後は必ず本校に入学する人 

受験手続 

(ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメートル

×横33.2センチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、320円分の切

手を貼り付けたもの）を同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

(ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入通

知書に記載する期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票 

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付ける

こと。受験当日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（長形３号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、110円分の切手

を貼り付けたものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書 

出身高等学校等の長が作成し、厳封したものであること。 

ｆ 推薦書 

出身高等学校等の長の推薦書 

提出先 
〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

提出期間 
令和７年９月５日（金）から同月19日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

合格発表 

令和７年10月14日（火）午前10時に兵庫県立森林大学校校舎前において掲示するととも

に、同日同時刻に県ホームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわら

ず書面により通知する。電話による問合せには一切応じない。 

受験についての問い合わせ 
兵庫県立森林大学校 

 電話（0790）72－2700 
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(3) 自己推薦入学試験 

試験日時 

第１回 第２回 第３回 

令和７年７月27日（日） 

午前11時00分から 

令和７年12月14日（日） 

午前11時00分から 

令和８年３月15日（日） 

午前11時00分から 

試験場所 

兵庫県立森林大学校 

宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県姫路総合庁舎 

(職員福利センター) 

姫路市北条１―98 

兵庫県姫路総合庁舎 

(職員福利センター) 

姫路市北条１―98 

試験科目 
(ｱ) 筆記試験（小論文） 

(ｲ) 面接試験 

受験資格 

次の全ての条件を満たす人 

(ｱ) 県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和８年４月１ 

 日現在）の人で、次のいずれかに該当する人 

a 学校教育法に規定する高等学校を卒業した人（令和８年３月卒業見込の人を含む。） 

 b 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 

(ｲ) 次の全ての条件を満たす人 

 a 将来、森林林業の発展に貢献しようとする意志が強く、兵庫県立森林大学校卒業後、 

林業分野への就業を志し、地域のリーダーとして活躍しようとする人 

 b 本校を専願し、合格後は必ず本校に入学する人       

受験手続 

(ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメート

ル×横33.2センチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、320円分

の切手を貼り付けたもの）を同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

(ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入

通知書に記載する期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票 

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付け

ること。受験当日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（長形３号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、110円分の切

手を貼り付けたものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書等 

出身高等学校等の長が作成した調査書又は卒業証明書で、厳封したものであるこ

と。ただし、高等学校卒業程度認定試験等の合格者で当該調査書又は当該卒業証明

書を提出できない人は、当該試験等の成績証明書をもって調査書に代える。 

ｆ 推薦書 

   自己推薦書 

提出先 
〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772－１ 

兵庫県立森林大学校 

提出期間 

第１回 ２回目 ３回目 

令和７年６月27日（金）か

ら同年７月11日（金）まで 

令和７年11月14日（金）から

同月28日（金）まで 

令和８年２月12日（木）から

同月26日（木）まで 

※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを

除く。） 
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合格発表 

１回目 ２回目 ３回目 

令和７年８月４日（月） 

午前10時 

令和７年12月22日（月） 

午前10時 

令和８年３月23日（月） 

午前10時 

午前10時に兵庫県立森林大学校校舎前において掲示するとともに、同日同時刻に県ホ

ームページにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知す

る。電話による問合せには一切応じない。 

受験の問い合わせ先 
兵庫県立森林大学校 

 電話（0790）72－2700 
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(4) 事業体推薦入学試験 

試験日時 

第１回 ２回目 ３回目 

令和７年７月27日（日） 

午前11時00分から 

令和７年12月14日（日） 

午前11時00分から 

令和８年３月15日（日） 

午前11時00分から 

試験場所 

兵庫県立森林大学校 

宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県姫路総合庁舎 

(職員福利センター) 

姫路市北条１―98 

兵庫県姫路総合庁舎 

(職員福利センター) 

姫路市北条１―98 

試験科目 
(ｱ) 筆記試験（小論文） 

(ｲ) 面接試験 

受験資格 

次の全ての条件を満たす人 

(ｱ) 県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和８年４月１ 

日現在）の人で、次のいずれかに該当する人 

ａ 学校教育法に規定する高等学校を卒業した人（令和８年３月卒業見込の人を含

む。） 

(ｲ) 次の全ての条件を満たす人 

ａ 林業分野の事業体の長が責任をもって推薦できる人 

ｂ 将来、森林林業の発展に貢献しようとする意志が強く、兵庫県立森林大学校卒業

後、林業分野への就業を志し、地域のリーダーとして活躍しようとする人 

ｃ 本校を専願し、合格後は必ず本校に入学する人 

受験手続 

(ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメー

トル×横33.2センチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、320円

分の切手を貼り付けたもの）を同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込むこと。 

(ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、納入

通知書に記載する期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入すること。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票  

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り付け

ること。受験当日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（長形３号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、110円分の切

手を貼り付けたものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書等 

出身高等学校等の長が作成した調査書又は卒業証明書で、厳封したものであるこ

と。ただし、高等学校卒業程度認定試験等の合格者で当該調査書又は当該卒業証明

書を提出できない人は、当該試験等の成績証明書をもって調査書に代える。 

ｆ 推薦書 

林業分野の事業体の長の推薦書 

提出先 
〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

提出期間 

第１回 ２回目 ３回目 

令和７年6月27日（金）から

同月11日（金）まで 

令和７年11月14日（金）から

同月28日（金）まで 

令和８年２月12日（木）から

同月26日（木）まで 
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※土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時ま

でを除く。） 

合格発表 

１回目 ２回目 ３回目 

令和７年８月４日（月）

午前10時 

令和７年12月22日（月） 

午前10時 

令和８年３月23日（月） 

午前10時 

兵庫県立森林大学校校舎前において掲示するとともに、同日同時刻に県ホームページに

おいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電話によ

る問合せには一切応じない。 

受験についての問合せ先 
兵庫県立森林大学校 

 電話（0790）72－2700 

 

(5) 一般入学試験 

試験日時 

第１回 ２回目 ３回目 

令和７年７月27日（日） 

午前11時00分から 

令和７年12月14日（日） 

午前11時00分から 

令和８年３月15日（日） 

午前11時00分から 

試験場所 

兵庫県立森林大学校 

宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県姫路総合庁舎 

(職員福利センター) 

姫路市北条１―98 

兵庫県姫路総合庁舎 

(職員福利センター) 

姫路市北条１―98 

試験科目 
(ｱ) 筆記試験（小論文） 

(ｲ) 面接試験 

受験資格 

 県の森林林業振興に熱意を持ち、人物及び健康に優れ、40歳以下（令和８年４月１

日現在）の人で、次のいずれかに該当する人 

(ｱ) 学校教育法に規定する高等学校を卒業した人（令和８年３月卒業見込の人を含 

む。） 

(ｲ) 知事がこれらと同等以上の学力があると認めた人 
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受験手続 

(ｱ) 募集要項の請求 

封筒表面に「募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（角形２号（縦24.0センチメ

ートル×横33.2センチメートル）以上のものに郵便番号、住所及び氏名を明記し、

320円分の切手を貼り付けたもの）を同封し、兵庫県立森林大学校宛てに申し込む

こと。 

(ｲ) 提出書類 

次の書類を郵送又は持参により提出すること。 

なお、入学考査料2,200円は、出願書類の受付後、納入通知書を送付するので、

納入通知書に記載する期日までに、納入通知書に記載する金融機関で納入するこ

と。 

ａ 入学願書 

ｂ 受験票  

氏名を記入し、写真は履歴書の写真欄に貼り付けたものと同一のものを貼り

付けること。受験当日、写真を貼り付けていない人は受験できない。 

ｃ 受験票送付用封筒 

定型封筒（長形３号）に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記載し、110円分

の切手を貼り付けたものを同封すること。 

ｄ 履歴書 

本人自筆の上、写真を貼り付けること。 

ｅ 調査書等 

出身高等学校等の長が作成した調査書又は卒業証明書で、厳封したものであ

ること。ただし、高等学校卒業程度認定試験等の合格者で当該調査書又は当該卒

業証明書を提出できない人は、当該試験等の成績証明書をもって調査書に代え

る。 

提出先 
〒671-4142 宍粟市一宮町能倉772―１ 

兵庫県立森林大学校 

提出期間 

第１回 ２回目 ３回目 

令和７年６月27日（金）か

ら同年７月11日（金）まで 

令和７年11月14日（金）か

ら同月28日（金）まで 

令和８年２月12日（木）か

ら同月26日（木）まで 

※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時まで

を除く。） 

合格発表 

１回目 ２回目 ３回目 

令和７年８月４日（月）

午前10時 

令和７年12月22日（月）

午前10時 

令和８年３月23日（月）

午前10時 

兵庫県立森林大学校校舎前において掲示するとともに、同日同時刻に県ホームペー

ジにおいても公表する。また、受験者には合否にかかわらず書面により通知する。電

話による問合せには一切応じない。 

受験についての問合せ先 
兵庫県立森林大学校 

 電話（0790）72－2700 

 

 

   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により、次のとおり

大規模小売店舗の変更の届出があった。 

 ついては、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 なお、法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域の

生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対

し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。 
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令和７年５月13日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称 ドン・キホーテ西宮店 

所在地 西宮市六湛寺町６―４、６―５、11―３、11―５ 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称            住所                  代表者の氏名 

みずほ信託銀行株式会社   東京都千代田区丸の内一丁目３番３号   笹 田 賢 一 

３ 変更事項 

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 (1) 変更前 

名称        住所                          代表者の氏名 

 有限会社ワンラブ  名古屋市中区錦三丁目10番地29号 ワンラブ本町ビル１階  小 林   励 

  外３者 

 (2) 変更後 

名称        住所                          代表者の氏名 

  有限会社ワンラブ  名古屋市東区徳川町1402 ワンラブ徳川ビル        野 田 則 生 

   外３者 

４ 変更年月日 

令和６年10月１日 

５ 届出年月日 

  令和７年４月22日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県まちづくり部都市計画課 

(2) 縦覧期間 

  令和７年５月13日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

令和７年９月16日 

(2) 提出先 

兵庫県まちづくり部都市計画課 

   〒650－8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

 

   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により、次のとおり

大規模小売店舗の変更の届出があった。 

 ついては、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 なお、法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域の

生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対

し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

令和７年５月13日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称 イオン三木青山食品館 

所在地 三木市志染町青山３―９―１ 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称         住所                 代表者の氏名 

西村興産株式会社   三木市志染町青山三丁目14番地の３   立 松 陽 子 



令和７年５月13日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 616 号 

14 

３ 変更事項 

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 (1) 変更前 

名称            住所                代表者の氏名 

 イオンリテール株式会社   千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１   井 出 武 美 

   鮨桝食品株式会社      大阪府八尾市老原九丁目115番地    柳 田 英 司 

  外４者 

 (2) 変更後 

名称            住所                代表者の氏名 

  イオンリテール株式会社   千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１   古 澤 康 之 

  鮨桝食品株式会社      大阪府八尾市老原九丁目115番地    小 谷 陽 亮 

   外２者 

４ 変更年月日 

令和７年３月１日ほか 

５ 届出年月日 

  令和７年４月25日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県まちづくり部都市計画課 

(2) 縦覧期間 

  令和７年５月13日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

令和７年９月16日 

(2) 提出先 

兵庫県まちづくり部都市計画課 

   〒650－8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 
 

公 安 委 員 会 告 示 

 

兵庫県公安委員会告示第97号 

 道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の29第１項に規定する地域交通安全活動推進委員の委嘱を解いた

ので、公示する。 

  令和７年５月13日 

兵庫県公安委員会 

委員長 澤 田   隆 

委嘱を解いた者 

氏   名 活 動 区 域 委 嘱 を 解 い た 日 

吉 田 和 史 垂水警察署の管轄区域 令和７年３月27日 

関 谷 輝 夫 明石警察署の管轄区域 令和７年４月８日 

 

 

兵庫県公安委員会告示第100号 

 道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第51条の13第１項第１号イに規定する講習（以下

「駐車監視員資格者講習」という。）について、確認事務の委託の手続等に関する規則（平成16年国家公安委員

会規則第23号。以下「規則」という。）第６条の規定により、次のとおり公示する。 

令和７年５月13日 
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 兵庫県公安委員会       

委員長  澤 田   隆 

１  駐車監視員資格者講習の期日及び場所 

駐車監視員資格者講習（駐車監視員資格者講習修了考査を含む。）の期日及び場所については、次の表のと

おりとする。 

駐 車 監 視 員 資 格 者 講 習 の 期 日 令和７年７月17日（木）及び同月18日（金）       

駐 車 監 視 員 資 格 者 講 習 修 了 考 査 の 期 日 令和７年７月25日（金） 

駐 車 監 視 員 資 格 者 講 習 の 場 所 
神戸市中央区下山手通６丁目３番28号 

兵庫県中央労働センター 

注 １ 駐車監視員資格者講習は、各日午前９時から午後５時までとする。 

  ２ 駐車監視員資格者講習修了考査は、午前９時10分から午前10時10分までとする。 

２ 受講定員 

  受講定員は90人とする。 

３ 受講手続 

(1) 申込書類 

ア 駐車監視員資格者講習受講申込書１通 

駐車監視員資格者講習受講申込書（以下「受講申込書」という。）は、兵庫県警察本部交通部交通指導

課及び兵庫県内の各警察署の交通課（交通第一課を含む。以下同じ。）において配布する。 

イ 写真１枚（申込み前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ3.0センチメート

ル、横の長さ2.4センチメートルのもの） 

(2) 申込期間 

ア 令和７年６月２日（月）から同月16日（月）までの間（土曜日及び日曜日を除く午前９時から午後４

時まで） 

イ 申込人員が受講定員に達した時点で申込みを締め切る。 

(3) 申込先 

兵庫県内の各警察署の交通課 

(4) 申込方法 

  本籍・国籍等、住所、氏名及び生年月日を記載した受講申込書を前記(3)の申込先に提出すること。 

なお、郵送による申込みは、受け付けない。 

(5) 手数料 

20,000円相当額の兵庫県収入証紙を受講申込書の裏面に貼り付け、又はその金額の電子納付サービスに

より得られた納付情報により納付すること。 

なお、受講手数料は、申込書類の受付後は返却しない。 

４ 携行品 

 (1) 駐車監視員資格者講習受講票（受講する駐車監視員資格者講習の期日までに受講申込書に記載の住所宛

てに郵送する。） 

(2) 筆記用具 

(3) 講習用テキスト（受講する駐車監視員資格者講習の日に配布する。） 

５ 合格発表 

駐車監視員資格者講習修了考査の当日おおむね午前11時30分から、当該修了考査の会場において、合格者

の受講番号を掲示する。 

なお、合格者には、後日、駐車監視員資格者講習修了証明書を交付する。ただし、駐車監視員資格者講習

を受講し、その課程を修了しても、法第51条の13第１項第２号に掲げる事項のいずれかに該当する者は、駐

車監視員資格者証の交付を受けることはできない（駐車監視員資格者証の交付申請手続については、修了考

査当日、合格者に教示する。）。 

６ 問合せ先 
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(1) 兵庫県警察本部交通部交通指導課 

電話（078）341－7441 内線5154 

(2) 兵庫県内の各警察署の交通課 

７ その他 

駐車監視員資格者講習と併せて、２の受講定員の範囲で、規則第10条第１項の規定による審査を実施する

ので、審査を希望する者は、６の問合せ先に問い合わせること。 


